
平成３０年度

第２回 安城市市民協働推進会議

平成30年11月14日

市民協働課市民協働係



開催回数：２回程度

①市民協働推進計画の施策進捗状況の審議
開催日：７月頃の平日

②市民活動補助金の審査
（公開プレゼンテーションの審査員）
開催日：１月中旬の休日

通常年度

市民協働推進会議の役割



第２次安城市市民協働推進計画の概要



市民協働とは？

市民、地域団体、市民活動
団体、事業者および市それぞ
れの良さや強みを持ち寄って、
地域の課題を解決するために、
お互いの特性を活かし合い、
補完し合い、協力し合うこと。

市民協働によるまちづくりの実現



計画の位置づけ

安城市自治基本条例
２０１０年４月施行

安城市市民参加条例
２０１１年４月施行

安城市市民協働推進条例
２０１２年１０月施行

市民が主役の自治の実現のため、市民参加と
協働によるまちづくりを進めていくことを規定。

行政情報の提供により、市民参加の機会を広げ、
市政への市民参加の具体的手続きを規定。

市民協働の基本理念や担い手の役割など、
市民協働の推進に関する基本的な事項を規定。



計画策定の趣旨と背景

２０１２年１０月 安城市市民協働推進条例

２０１３年３月 第１次市民協働推進計画

・市民との協働に関する基本的な事項を定める

計画期間：平成２５年度〜２９年度（５年間）

・協働のまちづくりを進めるための施策や事業の
内容、実施時期、推進体制を具体的に定める



計画策定の趣旨と背景



計画の期間



計画の主な達成状況と主要課題

•市民提案型事業や行政提示型事業によって市民活動や市と市民の協働事業が進展

•公開成果報告会の開催を通じて活動成果を共有

①市民活動補助制度の創設

②市民協働推進基金（マッチングギフト方式）の創設

•修了生を核として、任意団体「安城市市民協働サポータークラブ」が発足

③まちづくり人養成講座の開催

④協働事業事例集「コネクト」の発行

⑤職員向け市民協働研修の開催

・「職員向け研修」及び「まちづくり人養成講座」を修了した職員数約４０名

【安城市市民協働推進計画の主な達成状況】



計画の主な達成状況と主要課題

【安城市における協働推進の今後に向けての主要課題】

①潜在的なボランティア活動やＮＰＯ活動への参加希望者の顕在化
(参加のきっかけづくり)

②多様な協働をつくり出すコーディネート機能の充実

③市民協働に関する知識や理解の促進

④地域団体・市民活動団体・事業者などの多様な主体による市民協働の促進

⑤計画の成果把握のための指標設定



第２次市民協働推進計画 施策体系

１．成果指標の設定

２．自立した市民活動

３．市民活動団体と市との
協働の更なる推進

４．団体同士の協働の促進

基本目標 重要ポイント 基本方針

市
民
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
実
現

【基本方針１】
市民協働の担い手の育成・活用

【基本方針２】

活動場所と団体に対する
支援の充実

【基本方針３】

財政面と組織面の支援

【基本方針４】

情報の収集及び発信

【基本方針５】

市民協働による健幸(ケンサチ)
のまちづくりの推進



基本施策と推進事業

基本方針１ 市民協働の担い手の育成・活用
推進事業： (１－１－１)イベントなどを活用した市民活動に関するＰＲの実施



協働推進の連携体制

(１)市民協働サポータークラブとの連携・協働

【活動内容】
・市民交流センター自主事業の企画・運営
・市民協働等を促進するための啓発活動 など



協働推進の連携体制

(２)協働を支援する機関の連携強化と役割の明確化



協働事業の進捗管理

計画
（Ｐｌａｎ）

実行
（Ｄｏ）

点検
・
評価

（Check）

見直し
（Ａｃｔｉｏｎ）

ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理



協働事業の進捗管理

(１)安城市市民協働推進会議による評価

(２)各課の協働事業担当者を通じた
市民協働事業の推進と進行管理


